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2 
 

 
欠
陥
番
号
 

指
摘
事
項
（
要
修
正
）
 

指
摘
事
由
〔
適
用
検
定
基
準
〕
 

現
行
教
科
書
（
修
正
後
合
格
）
 

市
販
本
・
不
合
格
教
科
書
 

自
由
社
反
論
 

調
査
官
に
よ
る
反
論
認
否
 

４
 

56
・

10
0 

聖
徳
太
子
は
、
内
政
で
も
外
交
で
も
、
８

世
紀
に
完
成
す
る
日
本
の
古
代
律
令
国

家
の
設
計
図
を
描
い
た
指
導
者
だ
っ
た
。

〔
前
回
指
摘
〕

 
聖
徳
太
子
は
、
内
政
で
も
外
交
で
も
、

8
世
紀
に
完
成
す
る
日
本
の
古
代
律
令
国

家
建
設
の
方
向
を
示
し
た
指
導
者
で
し

た
。〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
表
現
で
あ
る
。

（
聖
徳
太
子
と
律
令
国
家
の
関
係
）

 
〔

3-
(3

)、
前
回
指
摘
〕

 
（
聖
徳
太
子
と
古
代
律
令
国
家
と
の
関
係

に
つ
い
て
の
学
説
状
況
）〔

3-
(3

)、
今
回
指

摘
〕

 

聖
徳
太
子
は
、
内
政
で
も
外
交
で
も
、
８

世
紀
に
完
成
す
る
日
本
の
古
代
中
央
集

権
国
家
の
設
計
図
を
描
い
た
指
導
者
だ

っ
た
。（

55
頁
）

 

聖
徳
太
子
は
、
内
政
で
も
外
交
で
も
、

8
世
紀
に
完
成
す
る
日
本
の
古
代
律
令
国

家
建
設
の
方
向
を
示
し
た
指
導
者
で
し

た
。（

47
頁
）

 

学
習
指
導
要
領
は「

内
容
の
取

扱
い
」と

し
て
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。「「

律
令
国
家
の
確

立
に
至
る
ま
で
の
過
程
」に

つ
い
て
は
、
聖
徳
太
子
の
政
治
、

大
化
の
改
新
か
ら
律
令
国
家

の
確
立
に
至
る
ま
で
の
過
程

を
、小

学
校
で
の
学
習
内
容
を

活
用
し
て
大
き
く
捉
え
さ
せ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。」
つ
ま

り
、「
律
令
国
家
の
確
立
に
至

る
ま
で
の
過
程
」
の
最
初
に

「
聖
徳
太
子
の
政
治
」を

扱
う

よ
う
に
指
示
し
て
い
る
の
で

あ
り
、こ
の
趣
旨
か
ら
も
、「
欠

陥
箇
所
」と

し
て
指
摘
さ
れ
た

教
科
書
の
記
述
は
、「
生
徒
に

と
っ
て
理
解
し
難
い
表
現
で

あ
る
」
と
は
言
え
な
い
。

 

聖
徳
太
子
と
古
代
律
令
国

家
建
設
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
近
年
の
学
説
状
況
を

踏
ま
え
た
記
述
に
な
っ
て

お
ら
ず
、
誤
解
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
。
反
論
は
認
め

ら
れ
な
い
。

 

５
 

78
・

12
2 

「
菅
原
道
真
が
提
唱
し
た
遣
唐
使
廃
止

の
理
由
」
中
、
③
④
〔
前
回
指
摘
〕

 
「
③
菅
原
道
真
が
提
唱
し
た
遣
唐
使
中

止
の
理
由
（

89
4年

）」
中
、「
③
日
本
と

唐
の
文
化
は
対
等
で
、も

は
や
学
ぶ
べ
き

も
の
は
な
い
」・「

④
い
つ
の
間
に
か
朝
貢

の
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
お
り
、国

の
辱

で
あ
る
」〔
今
回
指
摘
〕

 
 

不
正
確
で
あ
る
。（
「
菅
家
文
草
」
の
記
述
））

 
〔

3-
(1

)、
前
回
指
摘
〕

 
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
典
拠「

菅
家
文
草
」に

対
応
す
る
記

述
が
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
す
る
。）

 
〔

3-
(3

)、
今
回
指
摘
〕

 

「
遣
唐
使
廃
止
の
理
由
」

 
〔
③
④
を
削
除
〕（

70
頁
コ
ラ
ム
）

 
 

「
菅
原
道
真
が
提
唱
し
た
遣
唐
使
中
止

の
理
由
（

89
4年

）」
 

③
日
本
と
唐
の
文
化
は
対
等
で
、も

は
や

学
ぶ
べ
き
も
の
は
な
い
。

 
④
い
つ
の
間
に
か
朝
貢
の
よ
う
に
あ
つ

か
わ
れ
て
お
り
、
国
の
辱
め
で
あ
る
。

 
（

60
頁
コ
ラ
ム
）〔
③
④
が
復
活
〕

 

〔
反
論
せ
ず
〕
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 No

 
欠
陥
番
号
 

指
摘
事
項
（
要
修
正
）
 

指
摘
事
由
〔
適
用
検
定
基
準
〕
 

前
回
教
科
書
（
修
正
後
合
格
）
 

市
販
本
・
不
合
格
教
科
書
 

自
由
社
反
論
 

調
査
官
に
よ
る
反
論
認
否
 

６
 

10
8・

16
2 

「
花
の
御
所

 
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
中
、

「
３
代
将
軍
足
利
義
満
が
京
都
室
町
に

造
営
」〔
前
回
指
摘
〕

 
「
⑦
花
の
御
所

 
洛
中
洛
外
図
屏
風
」

中
、「
３
代
将
軍
足
利
義
満
が
内
裏
北
西

の
京
都
室
町
に
造
営
。」
〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
義
満
が
造
営
し
た
御
所
で
あ
る
と

誤
解
す
る
。）
〔

3-
(3

)、
前
回
指
摘
〕

 
同
上（

描
か
れ
て
い
る
建
物
が
義
満
の
造
営

し
た
御
所
で
あ
る
と
誤
解
す
る
。）
〔

3-
(3

)、
今
回
指
摘
〕

 

３
代
将
軍
足
利
義
満
が
京
都
室
町
に
造

営
。（

94
頁
上
図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 
 

内
裏
北
西
の
京
都
室
町
に
置
か
れ
た
将

軍
の
邸
宅
。（

85
頁
上
図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
） 

【
自
主
修
正
】
 

 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

７
 

11
2・

17
2 

「
乱
暴
を
は
た
ら
く
足
軽
」〔
前
回
指
摘
〕 

「
①
 
乱
暴
を
は
た
ら
く
足
軽
」〔
今
回
指

 
摘
〕

 

表
記
が
不
統
一
で
あ
る
。（
作
品
名
が
欠
落
） 

〔
3-

(4
)〕

 
略
奪
す
る
足
軽
た
ち
（
中
略
）
真
如
堂
縁

起
絵
巻
（
真
正
極
楽
寺
蔵
）（

98
頁
上
図

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）〔
作
品
名
追
加
〕

 

乱
暴
を
は
た
ら
く
足
軽
（
中
略
）（
真
如
堂

縁
起
絵
巻

 
京
都
府
真
正
極
楽
寺
蔵
）

(9
0頁

上
図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

)【
自
主
修
正
 
 〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

８
 

14
1・

18
8 

「
地
球
を
二
分
し
よ
う
と
し
た
ポ
ル
ト

ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
」中

、「
16
世
紀
に
入

る
と
、東
半
球
で
も
両
国
の
領
土
分
割
線

が
定
め
ら
れ
た
。」

 
（

15
2ペ

ー
ジ
表「
ト
ル
デ
シ
リ
ャ
ス
条

約
」
全
体
も
同
様
）〔
前
回
指
摘
〕

 
（

10
5
ペ
ー
ジ
右
側
欄
さ
く
ら
さ
ん
の

吹
き
出
し
中
、「
世
界
を
ふ
た
つ
に
分
け

て
支
配
し
よ
う
な
ん
て
ず
い
ぶ
ん
勝
手

ね
。」
も
同
様
）〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。

 
（
両
条
約
の
内
容
）〔

3-
(3

)、
前
回
指
摘
〕

 
（
凡
例
に
は
「
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

勢
力
分
割
線
」と

あ
る
。）〔

3-
(3

)、
今
回
指

摘
〕

 

16
世
紀
に
入
る
と
、
太
平
洋
で
も
両
国

の
航
海
・
探
検
活
動
の
境
界
が
定
め
ら
れ

た
。（

11
3頁

上
図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 

16
世
紀
に
入
る
と
、
東
半
球
で
も
両
国

の
領
土
分
割
線
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
10

5頁
上
図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 
世
界
を
ふ
た
つ
に
分
け
て
支
配
し
よ
う

な
ん
て
ず
い
ぶ
ん
勝
手
ね
。（
同
頁
脚
注
） 

〔
18

8・
18

9の
指
摘
に
対
し
〕

１
つ
の
地
図
に
対
し
て
２
件

の
指
摘
を
し
て
い
る
。１

件
に

ま
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 

同
じ
図
中
で
あ
っ
て
も
、

指
摘
す
る
欠
陥
の
内
容
が

異
な
っ
て
い
る
た
め
、
指

摘
事
項
を
個
別
に
立
て
た

も
の
で
あ
る
。
反
論
は
認

め
ら
れ
な
い
。

 

９
 

14
6・

19
7 

「
刀
狩
令
」
中
、「
一
、
と
り
集
め
た
刀

や
短
刀
な
ど
は
…
か
す
が
い
に
使
え
。」

 
不
正
確
で
あ
る
。（
「
使
え
。」
）〔

3-
(1

)〕
 

一
、と

り
集
め
た
刀
や
短
刀
な
ど
は
…
か

す
が
い
に
使
う
。（

11
8頁

上
図
史
料
）

 
一
、と

り
集
め
た
刀
や
短
刀
な
ど
は
…
か

す
が
い
に
使
う
。（

11
4
頁
上
図
史
料
）

【
自
主
修
正
】

 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

10
 

15
0・

20
0 

「
朝
鮮
出
兵
地
図
」
中
、「
済
州
島
」

 
〔
前
回
指
摘
〕

 
「
⑤
朝
鮮
出
兵
地
図
」中

、済
州
島
及
び

「
羅
州
」の
東
西
に
あ
る
二
つ
の
小
島
の

塗
色（

19
2ペ

ー
ジ
左
上
地
図「

①
日
露

戦
争
の
戦
場
」
も
同
様
））

 

不
正
確
で
あ
る
。（
着
色
）〔

3-
(1

)、
前
回
指

摘
〕

 
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
朝
鮮
半
島
の
着
色
と
の
差
異
）

 
〔

3-
(3

)、
今
回
指
摘
〕

 

〔
済
州
島
の
着
色
を
修
正
〕（

11
9頁
「
朝

鮮
出
兵
地
図
」）

 
〔
済
州
島
の
着
色
を
修
正
〕（

11
5頁
「
朝

鮮
出
兵
地
図
」）

 
【
自
主
修
正
】
 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
  

【
自
主
修
正
】
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4 
 

 
欠
陥
番
号
 

指
摘
事
項
（
要
修
正
）
 

指
摘
事
由
〔
適
用
検
定
基
準
〕
 

現
行
教
科
書
（
修
正
後
合
格
）
 

市
販
本
・
不
合
格
教
科
書
 

自
由
社
反
論
 

調
査
官
に
よ
る
反
論
認
否
 

11
 

15
1・

20
1 

「
朝
鮮
出
兵
地
図
」中

、「
対
島
」〔
前
回

指
摘
〕

 
「
⑤
朝
鮮
出
兵
地
図
」中

、「
対
島
」〔
今

回
指
摘
〕

 

誤
記
で
あ
る
。〔

3-
(2

)、
前
回
指
摘
〕

 
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
一
般
的
な
表
記
で
あ
る
か
の
よ
う

に
誤
解
す
る
。）
〔

3-
(3

)、
今
回
指
摘
〕

 

対
馬
（

11
9頁

「
朝
鮮
出
兵
地
図
」）

 
 

対
馬
（

11
5頁

「
朝
鮮
出
兵
地
図
」）

 
【
自
主
修
正
】

 
〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

12
 

17
5・

21
4 

「
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
」
中
、「
５
年

間
の
滞
在
中
に
蝦
夷・
樺
太
ま
で
踏
査
し

て
動
植
物
の
採
集
を
行
っ
て
い
る
。」

 
〔
前
回
指
摘
〕

 
「
④
シ
ー
ボ
ル
ト
」
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
中
、

「
５
年
間
の
滞
在
中
に
蝦
夷・
樺
太
ま
で

踏
査
し
て
」〔
今
回
指
摘
〕

 

誤
り
で
あ
る
。（
蝦
夷
・
樺
太
踏
査
）

 
〔

3-
(1

)〕
 

フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
 

…
５
年
間
の
滞
在
中
、江

戸
ま
で
商
館
長

の
出
府
に
随
行
し
、多

く
の
動
植
物
を
採

集
し
て
い
る
。（

13
8頁

側
注
）

 

フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
 

…
５
年
間
の
滞
在
中
、江

戸
ま
で
商
館
長

の
出
府
に
随
行
す
る
な
ど
し
て
、多

く
の

動
植
物
を
採
集
し
て
い
る
。（

13
2
頁
側

注
）【

自
主
修
正
】

 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

13
 

17
6・

21
5 

「
代
表
的
な
私
塾
」
中
、「

18
56

 
吉
田

松
陰
…
」〔
前
回
指
摘
〕

 
「
⑧
お
も
な
藩
校
と
私
塾
一
覧
」
中
、

「
18

56
 
吉
田
松
陰

 
松
下
村
塾
」

 
〔
今
回
指
摘
〕

 

不
正
確
で
あ
る
。（
松
下
村
塾
の
設
立
年
）

 
〔

3-
(1

)〕
 

代
表
的
な
私
塾
 

18
57

 
吉
田
松
陰

 
松
下
村
塾
（
萩
）

 
（
松
陰
が
教
育
開
始
）

 
（

13
9頁

「
お
も
な
藩
校
と
私
塾
一
覧
」）

 

代
表
的
な
私
塾
 

18
57

 
吉
田
松
陰

 
松
下
村
塾

 
萩

 
（
松
陰
が
教
育
開
始
）

 
（

13
3頁

「
お
も
な
藩
校
と
私
塾
一
覧
」）

【
自
主
修
正
】

 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

14
 

18
1・

22
0 

海
外
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
政
治
力
を
つ

け
、藩
財
政
の
立
て
直
し
に
成
功
し
た
薩

長
両
藩
は
…

 
 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
長
州
藩
の
海
外
貿
易
）〔

3-
(3

)、
前

回
指
摘
〕

 
同
上（

長
州
藩
が
海
外
と
の
貿
易
を
行
っ
て

い
た
か
の
よ
う
に
誤
解
す
る
。）〔

3-
(3

)、
今

回
指
摘
〕

 

藩
財
政
の
立
て
直
し
に
成
功
し
た
薩
長

両
藩
は
発
言
力
を
強
め
、（

14
9頁

側
注
） 

〔「
海
外
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
政
治
力
を

つ
け
」
を
削
除
〕
 

藩
財
政
の
立
て
直
し
に
成
功
し
た
薩
長

両
藩
は
発
言
力
を
強
め
、（

13
7頁

側
注
） 

【
自
主
修
正
】
 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

15
 

18
6・

23
6 

イ
ギ
リ
ス
が
最
初
に
進
出
し
た
の
は
、イ

ン
ド
だ
っ
た
。〔
前
回
指
摘
〕

 
イ
ギ
リ
ス
が
最
初
に
進
出
し
た
の
は
、イ

ン
ド
で
、〔
前
回
指
摘
〕

 

生
徒
子
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
意

源
で
あ
る
。（
ア
ジ
ア
で
イ
ギ
リ
ス
が
最
初

に
進
出
し
た
の
が
イ
ン
ド
で
あ
る
か
の
よ

う
に
誤
解
す
る
。）
〔

3-
(3

)〕
 

  

イ
ン
ド
に
進
出
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
、（

15
6

頁
）

 
 

イ
ギ
リ
ス
が
進
出
し
て
最
も
力
を
入
れ

た
の
は
イ
ン
ド
で
、（

15
4頁

）
 

【
自
主
修
正
】
 

〔
反
論
せ
ず
〕
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5 
 No

 
欠
陥
番
号
 

指
摘
事
項
（
要
修
正
）
 

指
摘
事
由
〔
適
用
検
定
基
準
〕
 

現
行
教
科
書
（
修
正
後
合
格
）
 

市
販
本
・
不
合
格
教
科
書
 

自
由
社
反
論
 

調
査
官
に
よ
る
反
論
認
否
 

16
 

19
0・

23
7 

地
図
「

19
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列

強
の
ア
ジ
ア
進
出
地
図
」中

、マ
レ
ー
半

島
の
塗
色
〔
前
回
指
摘
〕

 
「
①
 
19
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列

 
強
の
ア
ジ
ア
進
出
地
図
」中

、マ
レ
ー
半

島
の
塗
色
〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（

19
世
紀
後
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス

領
）〔

3-
(3

)〕
 

 

〔
マ
レ
ー
半
島
の
一
部
、イ

ギ
リ
ス
領
に

未
着
色
〕（

15
6頁

上
部
地
図
）

 
〔
マ
レ
ー
半
島
は
イ
ギ
リ
ス
領
に
着
色
〕

（
15

4頁
上
部
地
図
）

 
【
自
主
修
正
】
 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

17
 

19
6・

24
9 

ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
〔
前
回
指
摘
〕

 
⑤
タ
イ
ト
ル
「
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
」

〔
今
回
指
摘
〕

 
 

不
正
確
で
あ
る
。〔

3-
(1

)〕
 

ペ
リ
ー
提
督
・
横
浜
上
陸
の
図
（

15
9頁

側
注
）

 
 

ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸
図
（

15
9頁

上
部
地

図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 
指
摘
箇
所
は
絵
画
の
名
称
を

意
味
し
な
い
。類

似
の
記
述
は

検
定
に
合
格
し
た
従
来
の
他

社
教
科
書
に
も
存
在
し
て
い

る
。

 

提
出
さ
れ
た
他
者
〔
他
社
〕

の
教
科
書
と
は
異
な
り
、

「
ペ
リ
ー
神
奈
川
上
陸

図
」
は
絵
画
の
名
称
と
解

釈
さ
れ
る
た
め
、
横
浜
開

港
資
料
館
所
蔵
の
も
の
と

し
て
は
不
正
確
で
あ
る
。

反
論
は
認
め
ら
れ
な
い
。

 

18
 

20
5・

25
6 

太
政
官
の
読
み
方

 
日
本
の
律
令
制
で

は
「
だ
い
じ
ょ
う
か
ん
」、
明
治
維
新
政

府
は
「
だ
じ
ょ
う
か
ん
」
と
読
む
。〔
前

回
指
摘
〕

 
「
④
太
政
官（

新
政
府
）を

構
成
す
る
要

人
」中

、「
※「

太
政
官
」の

読
み
方

 
日

本
の
律
令
制
で
は「
だ
い
じ
ょ
う
か
ん
」、

明
治
維
新
政
府
は「

だ
じ
ょ
う
か
ん
」と

読
み
ま
す
。」
〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
断
定
的
に
過
ぎ
る
。）
〔

3-
(3

)〕
 

〔「
太
政
官
の
読
み
方
」の

部
分
を
削
除
〕

（
16

6頁
囲
み
図
下
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
 

③
太
政
官
（
新
政
府
）
を
構
成
す
る
要
人

 
※
「
太
政
官
」
の
読
み
方

 
日
本
の
律
令

制
で
は「
だ
い
じ
ょ
う
か
ん
」、
明
治
維
新

政
府
は「
だ
じ
ょ
う
か
ん
」と
読
み
ま
す
。

（
16

6頁
囲
み
図
下
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
 

（
中
略
）

 
熱
心
な
生
徒
は
、ど

う
し
て
読

み
方
が
違
う
の
か
不
審
に
思

う
可
能
性
が
あ
る
。
筆
者
も
、

教
育
現
場
で
質
問
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。そ

の
た
め
に
、あ

え
て
分
か
り
易
く
表
記
し
た
。 

ま
た
、混

用
の
例
が
あ
る
と
し

て
も
、こ

の
よ
う
に
概
括
す
る

こ
と
は
生
徒
に
と
っ
て
有
用

な
知
識
の
整
理
と
な
る
。

 
   

混
用
の
例
が
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
誤
解
の
な
い
よ

う
な
記
述
を
求
め
た
も
の

で
あ
る
。
反
論
は
認
め
ら

れ
な
い
。

 



39特集：日本における歴史認識問題の現状

6 
 No

 
欠
陥
番
号
 

指
摘
事
項
（
要
修
正
）
 

指
摘
事
由
〔
適
用
検
定
基
準
〕
 

現
行
教
科
書
（
修
正
後
合
格
）
 

市
販
本
・
不
合
格
教
科
書
 

自
由
社
反
論
 

調
査
官
に
よ
る
反
論
認
否
 

19
 

21
0・

26
2 

「
一
種
の
奴
隷
解
放
」全
体〔
前
回
指
摘
〕 

沖
縄
学
の
父
と
い
わ
れ
る
伊
波
普
猷
は

「
琉
球
処
分
は
一
種
の
奴
隷
解
放
だ
」と

表
現
し
ま
し
た
。身
分
差
別
を
撤
廃
し
た

近
代
的
な
法
制
度
が
導
入
さ
れ
た
か
ら

で
す
。〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
表
現
で
あ
る
。 

（
沖
縄
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
不
十
分

で
理
解
し
難
い
。）
〔

3-
(3

)、
前
回
指
摘
〕

 
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
伊
波
普
猷
の
い
う
「
奴
隷
」
状
態
）

〔
3-

(3
)、
今
回
指
摘
〕

 

「
一
種
の
奴
隷
解
放
」
 

琉
球
は
、
薩
摩
と
清
国
に
両
属
し
、
人
々

に
は
薩
摩
へ
の
毎
年
の
貢
納
の
ほ
か
、清

国
か
ら
迎
え
る
使
節
の
接
待
の
費
用
も

大
き
な
負
担
で
し
た
。こ

れ
を
高
く
評
価

し
て
、沖

縄
学
の
父
と
い
わ
れ
る
伊
波
普

猷
は
「
琉
球
処
分
は
一
種
の
奴
隷
解
放

だ
」
と
表
現
し
ま
し
た
。（

17
4頁

）
 

〔
加
筆
し
て
「
一
種
の
奴
隷
解
放
」
を
説

明
〕

 

「
奴
隷
解
放
」
だ
っ
た
琉
球
処
分
 

清
国
と
の
冊
封
関
係
を
終
わ
ら
せ
た
の

が
、1

87
9（
明
治

12
）年

、琉
球
を
正
式

に
日
本
領
と
し
た
琉
球
処
分
で
し
た
。沖

縄
学
の
父
と
い
わ
れ
る
伊
波
普
猷
は「

琉
球
処
分
は
一
種
の
奴
隷
解
放
だ
」と

表
現

し
ま
し
た
。身

分
差
別
を
撤
廃
し
た
近
代

的
な
法
制
度
が
導
入
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

（
17

4頁
）

 

薩
摩
と
清
か
ら
の
解
放
と
い

う
一
面
の
み
な
ら
ず
、身

分
差

別
撤
廃
と
い
う
面
は
明
ら
か

に
存
在
し
て
い
る
。誤

り
で
は

な
い
。

 

一
般
的
な
解
釈
で
は
な

く
、
誤
解
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
反
論
は
認
め
ら
れ

な
い
。

 

20
 

23
6・

27
7 

「
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
領
土
と
権
益
」

中
、「
韓
国
に
お
け
る
日
本
の
支
配
権
」

〔
前
回
指
摘
〕

 
「
⑤
日
露
戦
争
後
の
日
本
の
領
土
と
権

益
」
中
、「
韓
国
に
お
け
る
日
本
の
支
配

権
」〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
表
現
で
あ
る
。

（
同
ペ
ー
ジ
６
行
目
に
は「

朝
鮮
半
島
の
主

導
権
」）
〔

3-
(3

)、
前
回
指
摘
〕

 
（
同
ペ
ー
ジ
５
行
目
に
は「

朝
鮮
半
島
の
指

導
権
」）
〔

3-
(3

)、
今
回
指
摘
〕

 

日
露
戦
争
後
の
日
本
の
領
土
と
権
益
 

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
主
導
権

（
19

5頁
地
図
）

 
…
こ
の
条
約
で
日
本
は
朝
鮮
半
島
の
主

導
権
を
韓
国
に
認
め
さ
せ
た
。（

19
5頁

） 

日
露
戦
争
後
の
日
本
の
領
土
と
権
益
 

韓
国
に
お
け
る
日
本
の
支
配
権
（

19
3頁

地
図
）

 
…
こ
の
条
約
で
、日

本
は
朝
鮮
半
島
の
指

導
権
を
韓
国
に
認
め
さ
せ
ま
し
た
。（

19
3

頁
）

 

「
支
配
権
」「
指
導
権
」は
歴
史

用
語
で
は
な
い
か
ら
、異

な
っ

た
表
現
が
あ
っ
て
も
構
わ
な

い
。

 

「
支
配
権
」
と
「
指
導
権
」

と
は
異
な
る
概
念
で
あ

り
、理

解
し
難
い
。反

論
は

認
め
ら
れ
な
い
。

 

21
 

24
0・

28
3 

「
韓
国
併
合
」
全
体

 
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
韓
国
併
合
の
実
態
）〔

3-
(3

)〕
 

19
10
（
明
治

43
）年

、日
本
は
、武

力
を

背
景
に
韓
国
内
の
反
対
を
お
さ
え
て
、併

合
を
断
行
し
た（

韓
国
併
合
）。
韓
国
国
内

で
は
、民

族
の
独
立
を
失
う
こ
と
へ
の
は

げ
し
い
抵
抗
が
お
こ
っ
た
。（

19
8頁

）
 

〔
検
定
意
見
に
従
い
、併

合
へ
の
抵
抗
を

強
調
す
る
修
正
〕

 

韓
国
国
内
に
は
日
本
と
合
邦
化
す
る
こ

と
を
望
む
勢
力
と
反
対
す
る
勢
力
が
あ

り
ま
し
た
。1

91
0（
明
治

43
）年

、日
本

は
、親

日
派
の
勢
力
を
背
景
に
条
約
を
結

び
、
韓
国
併
合
を
断
行
し
ま
し
た
。
韓
国

の
国
内
で
は
、民

族
の
独
立
を
失
っ
た
と

し
て
抵
抗
す
る
人
も
い
ま
し
た
。（

19
8

頁
）

 
    

事
実
に
添
っ
て
い
て
、「
誤
解
」

す
る
お
そ
れ
は
な
い
。

 
多
少
の
抵
抗
は
あ
っ
て
も

順
調
に
併
合
が
進
ん
だ
と

誤
解
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
反
論
は
認
め
ら
れ
な

い
。
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7 
 No

 
欠
陥
番
号
 

指
摘
事
項
（
要
修
正
）
 

指
摘
事
由
〔
適
用
検
定
基
準
〕
 

現
行
教
科
書
（
修
正
後
合
格
）
 

市
販
本
・
不
合
格
教
科
書
 

自
由
社
反
論
 

調
査
官
に
よ
る
反
論
認
否
 

22
 

24
2・

28
7 

「
日
本
語
と
朝
鮮
語（

ハ
ン
グ
ル
）を

併
用
す
る
教
科
書
」
中
、「
李
朝
時
代
に
は

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
文
字
ハ
ン
グ
ル
」

〔
前
回
指
摘
〕

 
「
②
 
日
本
語
と
朝
鮮
語
（
ハ
ン
グ
ル
）

 
を
併
用
す
る
教
科
書
」中

、「
李
朝
時
代
」

〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
ハ
ン
グ
ル
普
及
の
程
度
）

 
〔

3-
(3

)、
前
回
指
摘
〕

 
 生
徒
に
と
っ
て
理
解
し
難
い
表
現
で
あ
る
。

（
86
ペ
ー
ジ

18
行
目「
朝
鮮（
李
氏
朝
鮮
）」

と
の
関
係
）〔

3-
(3

)、
今
回
指
摘
〕

 

日
本
語
と
朝
鮮
語
（
ハ
ン
グ
ル
）
を
併
用

す
る
教
科
書
 

李
朝
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
文
字
ハ

ン
グ
ル
を
朝
鮮
固
有
の
も
の
と
し
て
普

通
教
育
に
取
り
入
れ
た
。（

19
9
頁
上
部

写
真
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 

日
本
語
と
朝
鮮
語
（
ハ
ン
グ
ル
）
を
併
用

す
る
教
科
書
 

韓
国
併
合
後
、李

氏
朝
鮮
の
時
代
は
普
及

し
て
い
な
か
っ
た
文
字
ハ
ン
グ
ル
が
朝

鮮
固
有
の
も
の
と
し
て
教
育
に
取
り
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。（

19
8
頁
上
部
写
真
キ

ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

23
 

25
4・

29
8 

「
三
国
同
盟
と
三
国
協
商
」
中
、「
協
商

と
は
、文
書
で
の
取
り
決
め
は
し
な
い
が

強
い
つ
な
が
り
を
示
す
外
交
用
語
。」

 
「
①
 
三
国
同
盟
と
三
国
協
商
」中

、「
同

 
盟
と
は
、条
約
の
よ
う
に
文
書
で
結
ば
れ

る
国
家
関
係
の
こ
と
。協

商
と
は
、文

書
で
の
取
り
決
め
は
し
な
い
が
強
い
つ
な

が
り
を
示
す
外
交
用
語
で
す
。」

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で

あ
る
。（
「
協
商
」
の
定
義
）〔

3-
(3

)〕
 

三
国
同
盟
と
三
国
協
商
 

 
同
盟
と
は
一
般
に
複
数
の
国
家
が
相

互
に
軍
事
的
援
助
を
行
う
こ
と
。協

商
と

は
、同

盟
ほ
ど
強
固
で
は
な
い
国
家
間
の

協
調
関
係
の
こ
と
。（

21
2
頁
上
図
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
）

 

三
国
同
盟
と
三
国
協
商
 

同
盟
と
は
、条
約
の
よ
う
に
文
書
で
結
ば

れ
る
国
家
関
係
の
こ
と
。協

商
と
は
、文

書
で
の
取
り
決
め
は
し
な
い
が
強
い
つ

な
が
り
を
示
す
外
交
用
語
で
す
。（

21
2

頁
上
図
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）

 

「
同
盟
」
と
「
協
商
」
の
語
義

の
違
い
に
つ
い
て
書
い
て
あ

る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
。

 

「
文
書
で
の
取
り
決
め
は

し
な
い
」
で
は
、「
協
商
」

の
定
義
に
つ
い
て
理
解
し

難
い
。
反
論
は
認
め
ら
れ

な
い
。

 

24
 

25
7・

30
0 

「
工
場
で
は
た
ら
く
女
性
」
中
、「
多
く

の
男
性
が
出
兵
し
た
こ
と
で
、女
性
の
社

会
進
出
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
。」

 
〔
前
回
指
摘
〕

 
「
⑦
工
場
で
は
た
ら
く
女
性
」
中
、「
多

く
の
男
性
が
出
兵
し
た
こ
と
で
、女
性
の

社
会
進
出
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。」
〔
今
回
指
摘
〕

 

誤
記
で
あ
る
。（
「
出
兵
」）
〔

3-
(2

)〕
 

工
場
で
は
た
ら
く
女
性
 

多
く
の
男
性
が
出
征
し
た
こ
と
で
、女

性
の
社
会
進
出
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ

た
。（

21
5頁

側
注
写
真
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
） 

工
場
で
は
た
ら
く
女
性
 

多
く
の
男
性
が
出
征
し
た
こ
と
で
、女

性
の
社
会
進
出
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。（

21
5
頁
側
注
写
真
キ
ャ
プ
シ

ョ
ン
）

 
【
自
主
修
正
】
 

 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 

25
 

25
8・

30
1 

「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

地
図
」
中
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
塗
色

 
〔
前
回
指
摘
〕

 
②
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

地
図
〔
今
回
指
摘
〕

 

生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
図
で
あ

る
。（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が「
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約

の
民
族
自
決
の
原
則
で
独
立
し
た
国
」で

あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
す
る
。）
〔

3-
(3

)〕
 

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地

図
〔「
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
民
族
自
決
の

原
則
で
独
立
し
た
国
」
の
塗
色
か
ら
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
を
外
す
〕（

21
6頁

上
図
）

 

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地

図
〔「
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
民
族
自
決
の

原
則
で
独
立
し
た
国
」
の
塗
色
か
ら
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
を
外
す
〕（

21
6頁

上
図
）

 
【
自
主
修
正
】
 

〔
反
論
せ
ず
〕

 
 


